
合併新法下における財政措置

市町村の合併の特例等に関する法律（ ）の下での平成16年法律第59号 「合併新法」という。 。

市町村の合併について以下の財政措置を講じることとしている。

１．普通交付税による措置

(1) 普通交付税額の算定の特例（合併算定替）
合併後９～５カ年度(平成17・18年度に合併した場合は9ヵ年度、平成19・20年度は7ヵ年度、平成21

年度は5ヵ年度)は、合併がなかったものと仮定して毎年算定した普通交付税の額を保障。さらに５カ年

度は激変緩和措置。

(2) 合併直後の臨時的経費に対する財政措置（合併補正）
合併後における行政の一体化（基本構想等の策定・改定、ネットワークの整備等）に要する経費等に

対する措置。

(3) 都道府県の行う合併推進事業に対する財政措置
都道府県の構想作成及び市町村合併推進審議会に係る経費、合併のための調査研究・啓発事業等に対

する経費を措置。

２．特別交付税による措置

(1) 合併準備経費に対する財政措置
合併協議会への負担金等、合併の準備に要する経費に対する措置。

(2) 合併移行経費に対する財政措置
合併前に要する電算システムの統合等、合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要す

る経費に対する措置。

(3) 合併支援のための公債費負担の格差是正措置
合併市町村における旧市町村間の公債費負担の格差に係る利子又は地方債の繰上償還に伴う補償金に

対する措置。

(4) 都道府県の行う合併支援経費に対する財政措置
合併市町村の行う事業に対して都道府県が交付する補助金・交付金等について措置。

(5) 都道府県の行う合併促進経費に対する財政措置
法定協議会を設置している市町村数に応じ、１市町村当たり３００万円を都道府県に対して措置。

３．合併推進債による措置

○ 合併市町村のまちづくり等に対する財政措置
都道府県の構想に位置付けられた構想対象市町村及び合併市町村が行う事業に対して合併推進債を充

当（９０％ 。元利償還金の４０％（ただし、市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋が）

る事業については５０％）を普通交付税措置。

また、都道府県が行う合併市町村の一体化を促進するために必要な道路事業も対象とし、原則として

１合併市町村当たり１事業とする（ただし、地域的な事情は考慮 。）




